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関節リウマチの治療は長期にわたるため、医療費負担を軽減する
ための様々な助成制度があるのをご存知でしょうか？
この冊子では、関節リウマチ患者さんが活用できる主な医療費助成
制度をご紹介します。
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ご加入の共済組合

問い合わせ窓口

ご加入の健康保険組合
または会社担当者

問い合わせ窓口

全国健康保険協会
の各支部

国民健康保険 共済組合組合管掌
健康保険

協会けんぽ
全国健康保険協会
管掌健康保険

後期高齢者医療制度
（75歳以上で加入）

問い合わせ窓口　市区町村役場　

はじめに どの健康保険か確認しましょう

公的な医療保険（いわゆる健康保険）に
は、主に以下の5つの種類があります。
医療費助成制度の利用方法や問い合わせ
先は健康保険によって異なります。ご自身
の加入している健康保険を保険証（被保
険者証）で確認しておきましょう。

○○健康保険
被保険者証

被保険者

保険者所在地
保険者番号
保険者名称

〒000-0000 ○○○○○○○○
00000000
○○○○○○○○○

○○（被保険者）

○○  ○○

交付 日　0000年　00月　00日

0000年 00月 00日
0000年 00月 00日

記号　000
氏　　名
生　年　月　日
資格取得年月日

番号　0000

問い合わせ先は保険証に
記載されています

医療保険制度
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高額療養費制度

医療費の支払が一定額を超えた場合、超過分の払い戻しを受け
られる制度です。負担を軽減するさまざまな仕組みが設けられて
います。

詳しくは  p.4-16へ

付加給付制度

健康保険組合によっては、独自の付加給付を受けられる場合が
あります。

詳しくは p.17へ

医療費控除制度

1年間の医療費を確定申告することで、所得税を軽減できる控除
を受けられる場合があります。

詳しくは p.18へ

詳しくは  p.19-20へ難病医療費助成制度

指定難病の方の医療費を公費負担として軽減する制度です。

高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口での支払額※が１ヵ月間（月初めから月末
まで）で一定額（自己負担限度額）を超えた場合、その超過分が高額
療養費として支給される制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれません。

70歳未満・年収約370万円～770万円の場合（３割負担）
100万円の医療費で、窓口の負担（3割）が30万円かかる場合

医療費 100万円

窓口負担 30万円

高額療養費として支給 30万円－87,430円 ＝ 212,570円

実際の自己負担額 80,100円＋（100万円－267,000円）×１％ ＝ 87,430円

例

●窓口で支払った負担額の計算は、診療月（1ヵ月）ごと、患者さん1人ごと、
医療機関ごと（外来・入院別、医科・歯科別、調剤薬局）に行います。

厚生労働省：高額療養費制度を利用される皆さまへより作成
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf 2024年1月閲覧

自己負担限度額の計算方法等の詳細についてはP5～6をご参照ください。

主な医療費助成制度
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自己負担限度額とは？

◎70歳未満の方は2万1千円以上の負担額のみ合算できます。

高額療養費制度の自己負担限度額は、患者さんの年齢と所得区分
によって異なります。窓口で支払った1ヵ月間の合計額が、下記の
表の該当部分の自己負担限度額を超える場合、その超過額が高額
療養費支給の対象となります。

所得区分 ひと月あたりの自己負担限度額（世帯ごと）

年収約1,160万円～の方
　健保：標準報酬月額83万円以上
　国保：旧ただし書き所得901万円超

252,600円＋
（総医療費 － 842,000円）×1％

年収約770万円～約1,160万円の方
　健保：標準報酬月額53万円～79万円
　国保：旧ただし書き所得600万円超～
　　　　901万円以下

167,400円＋
（総医療費 － 558,000円）×1％

年収約370万円～約770万円の方
　健保：標準報酬月額28万円～50万円
　国保：旧ただし書き所得210万円超～
　　　　600万円以下

80,100円＋
（総医療費 － 267,000円）×1％

～年収約370万円の方
　健保：標準報酬月額26万円以下
　国保：旧ただし書き所得210万円以下

57,600円

住民税非課税の方 35,400円

高額療養費制度

2024年1月現在
※１ 世帯収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧
ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

所得区分 適応区分

現役並
所得者Ⅲ

現役並
所得者Ⅱ

現役並
所得者Ⅰ

一般
所得者

ひと月あたりの
自己負担限度額（世帯ごと）外来

（個人ごと）

年収約1,160万円～の方
　標準報酬月額83万円以上
　課税所得690万円以上

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％

年収約770万円～約1,160万円の方
　標準報酬月額53～79万円
　課税所得380万円以上

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％

年収約370万円～約770万円の方
　標準報酬月額28～50万円
　課税所得145万円以上

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

年収156万円～約370万円の方
　標準報酬月額26万円以下
　課税所得145万円未満※１

18,000円
（年間上限
144,000円）

57,600円

住民税非課税世帯
（80万円～160万円）

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など） 15,000円

●ひとつの医療機関等における負担額では自己負担限度額を超えないと
きでも、複数の医療機関等＊における負担額†を合算した金額が自己負担
限度額を超えれば、高額療養費の支給を受けることができます。

＊外来・入院、医科・歯科、調剤薬局ごとに分かれた窓口支払いも合算できます。
†70歳未満の方は2万1千円以上の負担額のみ合算できます。

70歳以上、および後期高齢者医療被保険者証・
高齢受給者証の所持者

70歳未満の方の場合

2024年1月現在
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負担をさらに軽くするには？　①世帯合算
高額療養費制度

一人の一回分の窓口負担では高額療養費の支給対象にならなくても、
複数の受診や、同じ世帯で同じ医療保険に加入している方の1ヵ月の
支払額＊を合算した金額が自己負担額を超えれば、高額療養費の支給
を受けることができます。
＊70歳未満の方は2万1千円以上の負担額のみ合算できます。

世帯合算の例①（70歳未満/年収600万）

C病院 外来
自己負担額  54,000円

B薬局 
自己負担額    7,000円

A病院 外来
自己負担額  42,000円

世帯合算の例②（70歳以上/一般所得者）

C薬局
自己負担額    6,000円

B病院 外来
自己負担額  12,000円

21,000円以上の自己負担額の1ヵ月の合計金額が自己負担
限度額を超えていれば、超えた金額が払い戻しの対象となり
ます。
この場合、96,000円-自己負担限度額80,630円（80,100円+530円＊）の15,370円が払い戻しの対象となります。

＊〔医療費（42,000円/0.3＋54,000円/0.3）－267,000円〕×１％
自己負担限度額の計算方法等の詳細についてはP５～６をご参照ください。

一回の支払いの自己負担額にかかわらず、1ヵ月の世帯合算
の金額が自己負担限度額を超えていれば、超えた金額が払い
戻しの対象となります。

被保険者

被扶養者

被保険者

被扶養者

A病院 入院
自己負担額  50,000円

上記合計額68,000円-57,600円の10,400円が払い戻しの対象となります。
自己負担限度額の計算方法等の詳細についてはP５～６をご参照ください。



9 10

直近12ヵ月間で高額療養費の支給をすでに3回以上受けている
場合（多数回該当）に、4回目以降の自己負担限度額がさらに低く
なる仕組みです。

高額療養費制度

負担をさらに軽くするには？　②多数回該当

所得区分 自己負担限度額 4回目以降の
自己負担限度額

年収約1,160万円～の方 252,600円＋
（総医療費 － 842,000円）×1％ 140,100円

 93,000円

 44,400円

 44,400円

 24,600円

年収約770万円～
約1,160万円の方

167,400円＋
（総医療費 － 558,000円）×1％

年収約370万円～
約770万円の方

80,100円＋
（総医療費 － 267,000円）×1％

～年収約370万円の方 57,600円

住民税非課税の方 35,400円

所得区分 自己負担限度額 4回目以降の
自己負担限度額

年収約1,160万円～の方 252,600円＋
（総医療費 － 842,000円）×1％ 140,100円

 93,000円

 44,400円

 44,400円

年収約770万円～
約1,160万円の方

167,400円＋
（総医療費 － 558,000円）×1％

年収約370万円～
約770万円の方

80,100円＋
（総医療費 － 267,000円）×1％

～年収約370万円の方 57,600円

多数回
該当

多数回
該当

（注） 70歳以上で「住民税非課税」の方については、多数回該当の適用はありません。

支給申請の手続きは健康保険によって異なります。
詳しくは、市区町村役場または健康保険組合の窓口にお問い合わせください。

2024年1月現在

70歳未満の方の場合

70歳以上の方の場合
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高額療養費制度

高額療養費制度の利用方法
高額療養費制度で
申請が必要なその他のしくみ
高額療養費貸付制度
高額療養費の払い戻しには時間がかかるため、当面の医療費
支払いにあてる資金として、高額療養費支給見込額の8割～9割
を無利子で貸付する制度です。支給申請の手続きは健康保険
によって異なります。詳しくは、市区町村役場または健康保険
組合の窓口にお問い合わせください。

●返済には高額療養費の還付金があてられ、後日、貸付金を差し
引いた高額療養費の残高が払い戻されます。

同じ世帯で同じ健康保険に加入している家族について、1年間
（毎年8月1日から翌年7月31日）に支払った健康保険と介護
保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に、その超え
た金額を支給する制度です。

高額医療・高額介護合算療養費制度

●制度の詳細や基準額、手続きについては、市区町村役場または
健康保険組合の窓口にお問い合わせください。

健康保険組合に限度額適用認定証の交付申請を事前に行い、
医療機関での支払い時に保険証とともに
提出すると、自己負担額が自動的に自己
負担限度額までとなります。後日の手続
きは必要ありません。

事前に認定証を取得する

すでに支払った高額な医療費がある場合は、高額療養費の
支給申請を行うことで、自己負担限度額を超えた分の払い
戻し（還付）を受けることができます。

払い戻しの申請を行う

●高額療養費が支給されるまでに、医療機関等を受診した月から
3ヵ月以上かかります。
●支給を申請できる期間は、受診した月から2年間です。申請には
医療機関等の領収書が必要となるので大切に保管しましょう。
●加入する健康保険組合によっては、高額療養費の支給申請の必要
がなく、自動的に行われる場合もあります。

支給申請の手続きは健康保険によって異なります。
詳しくは、市区町村役場または健康保険組合の窓口にお問い
合わせください。
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認定証とは？

「限度額適用認定証」とは、健康保険証と共に医療機関の窓口で
提示することで、医療機関への1ヵ月の支払額を一定金額（自己
負担限度額）までとすることができるものです。

高額療養費制度

●認定証により窓口支払いが自己負担限度額までであっても、複数の医療
機関等※を受診した場合に窓口支払いの合算額が自己負担限度額を
超えることがあります。その場合は、後日、合算した負担額について高額
療養費の支給申請をご加入の健康保険組合に行うことで払い戻しを
受けることができます。
※外来・入院、医科・歯科、調剤薬局ごとに分かれた窓口支払いも合算できます。

●世帯合算（p.7-8）や多数回該当（p.9-10）による負担の軽減を受けたい
場合も支給申請が必要となります。

認定証の交付申請の手続きは健康保険によって異なります。
詳しくは、市区町村役場または健康保険組合の窓口にお問い合わせください。

高額療養費制度

認定証の取得方法

認定証は事前に取得しておきましょう。交付される認定証は、患者
さんの年齢や所得区分によって異なります。70歳以上の一部の方
（p.15-16）は、認定証がなくても自動的に窓口支払いが自己負担
限度額までとされるため、事前の手続きは必要ありません。

認定証取得の流れ

事前に申請

所得区分を
認定して交付

窓口で提示

健康保険組合被保険者

医療機関
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認定証の交付申請の手続きは健康保険によって異なります。
詳しくは、市区町村役場または健康保険組合の窓口にお問い合わせください。

住民税
非課税の方以外

住民税
非課税の方

認定証の交付申請を行う

70歳未満

健康保険証
限度額適用認定証

健康保険証
限度額適用・

標準負担額減額認定証

窓
口
で
の
提
示
物

現役並所得者Ⅰ
およびⅡの方

住民税
非課税の方

認定証の交付申請を行う

70-75歳未満の方

健康保険証
高齢受給者証
限度額適用認定証

健康保険証
高齢受給者証
限度額適用・

標準負担額減額認定証

一般所得者および
現役並所得者Ⅲの方

健康保険証
高齢受給者証

窓
口
で
の
提
示
物

（事前の手続き不要）

現役並所得者Ⅰ
およびⅡの方

住民税
非課税の方

認定証の交付申請を行う

75歳以上の方

後期高齢者
医療被保険者証
限度額適用認定証

後期高齢者
医療被保険者証
限度額適用・

標準負担額減額認定証

一般所得者および
現役並所得者Ⅲの方

後期高齢者
医療被保険者証

窓
口
で
の
提
示
物

（事前の手続き不要）

年齢・所得区分により異なる認定証

（堀 拓磨先生提供）
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付加給付制度

法律で定められた法定給付以外に、一部の健康保険組合や共済組
合が定める独自の給付制度のことです。限度額は健康保険組合が
独自に設定し、高額療養費制度の自己負担額を超えない場合でも
支給されます。

付加給付制度の考え方

●各組合が任意で定める制度のため、制度の有無や内容は組合によって
異なります。制度利用の可否や詳細・手続きについては、ご加入の健康
保険組合の窓口にお問い合わせください。

自己負担額

自己負担額

実際の自己負担額 付加給付

自己負担限度額

自己負担限度額

高額療養費高額療養費制度
を利用

付加給付制度
を利用

法定給付（医療費の7割～）

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額
を超えた場合、確定申告をすることにより所得控除が受けられます。
扶養家族の医療費も控除の対象となります。通院のための交通費や、
入院時の食事負担など、高額医療制度の対象とならない費用も
医療費控除制度の対象となります。

医療費控除制度

●申請には、確定申告書と医療費の明細書が必要です。詳細はお近くの税
務署にお問い合わせください。

医療費の総額
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難病法に基づき、国が定める指定難病と診断され、症状の程度が
重症度分類に照らして一定程度以上の場合、医療費助成の対象と
なり、1ヵ月間の医療費が自己負担限度額（p.20)を超えた場合に、
その超えた金額が特定医療費として支給されます。
特定医療費の支給認定を受けると「特定医療費（指定難病）受給
者証」が交付され、指定医療機関での窓口での支払いが自己負担
限度額までとなります。

＊関節リウマチ患者さんで対象となるのは、「悪性関節リウマチ」と診断および支給認定
された方のみで、一般の「関節リウマチ」の方は難病医療費助成制度の助成を受けること
はできません。

●難病医療費助成制度に関する情報は、難病情報センターのホームページ 
（http://www.nanbyou.or.jp/ 2024年1月閲覧）でご確認いただけ
ます。
●支給認定には、難病指定医による診断書（臨床調査個人票）が必要と
なります。
●認定を受けると「特定医療費（指定難病）受給者証」が交付されます。
●制度の詳細や手続きについては、都道府県・指定都市の窓口や保健所
にお問い合わせください。

難病医療費助成制度

階層区分

患者負担割合：2割

自己負担限度額（外来＋入院）

一般
高額かつ
長期
（※）

人工
呼吸器等
装着者

生活保護 0円 0円 0円

低所得Ⅰ 市町村民税
非課税
（世帯）

2,500円 2,500円

1,000円

低所得Ⅱ

本人年収
～80万円

本人年収
80万円超～ 5,000円 5,000円

一般所得Ⅰ 10,000円 5,000円

一般所得Ⅱ 20,000円 10,000円

上位所得

階層区分の基準
（　）内の数字は、

夫婦2人世帯の場合における
年収の目安

─

市町村民税
課税以上約7.1万円未満
（約160万円～約370万円）

市町村民税
約7.1万円以上約25.1万円未満
（約370万円～約810万円）

市町村民税約25.1万円以上
（約810万円～） 30,000円 20,000円

入院時の食費 全額自己負担

※高額かつ長期：月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上（例えば医療
保険の自己負担割合が2割の場合、医療費の自己負担が10,000円を超える月が年間
6回以上）。

2024年1月現在

難病医療費助成制度における自己負担額（月額）
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その他の公的制度

障害者福祉制度を利用するには身体障害者手帳が必要です。
身体障害者手帳によりさまざまな支援を受けられます。

身体障害者手帳取得までの流れ
❶市区町村の窓口で相談（申請に必要な書類を入手）
 
❷指定医を受診し、診断書と意見書を記載してもらう
 
❸申請書・診断書・意見書を市区町村の窓口に提出

身体障害者手帳で受けられる主な支援
●医療費の助成
●所得税や住民税の控除・免除
●公共交通機関の割引
●日常生活用具・装具などの支給　など

支援内容は身体障害の等級や自治体によって異なります。
詳しくは各市区町村役場にお問い合わせください。

介護保険は65歳以上で原因を問わず要支援・要介護状態と
なった方が対象ですが、関節リウマチと診断された場合は、
40歳以上で申請が可能です。

障害者福祉制度
介護保険制度

要介護認定
●要介護度１～５の区分
●高齢者の介護の必要性の程度に応じて区分
●区分ごとに月々のサービス
の上限額が定まっている

介護保険の利用の流れ

詳しくは各市区町村の窓口にお問い合わせください。

介護保険サービスを選択

●施設系・居住系サービス 
介護保険施設等の施設に入所しサービスを受ける

●在宅系サービス 
自宅にいながら介護保険サービス（ホームヘル
パーやデイサービスなど）を受ける

被保険者市区町村窓口被保険者
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